
共通

申込日

「申込日」と受付日は同一日で受付してください。

口座振替の申込みは、依頼書の日付が締切期限内であることが必要です。
日付が２０日を前後する場合は、開始・変更・廃止の時期が異なることが
ありますので、特に注意してください。

金融機関の受付日は、申込日（右上）と同一日の場合も省略し
ないようお願いします。
＊受付は金融機関名、受付日が分かれば、ゴム印で構いません。

金融機関受付

** ** **

　○×　銀行　△△　支店

ゆうちょ銀行受付

×○郵便局

**年**月**日

1

１　申込日と受付日は同一日に
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２　お問合わせ番号、納税（付）義務者が
  異なる場合は、別々の口座振替依頼書での受付

1  0  1  0   *  *  *

4  0  0  0 *  *  *1  2  3

1  2  3

※お問合わせ番号、納税（付）義務者が異なる場合は、
　1枚の口座振替依頼書では受付ができません。
　
　お問合わせ番号、納税（付）義務者が異なるものは、
　別の口座振替依頼書での受付が必要です。

お問合わせ番号、納税（付）義務者が同一の場合は、
1枚の口座振替依頼書で複数の科目の申込みができます。
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単独名義、共有名義（外〇名）の申込みをする場合、納税義務者、
お問合わせ番号が異なるため、別々の口座振替依頼書での申込みが
必要です。
納税義務者、お問合わせ番号は、納税通知書等で確認ください。

（例）固定資産税・都市計画税
　　単独名義「固定　太郎」　お問合わせ番号「1234567***」
　　共有名義「固定　太郎　外1名」　お問合わせ番号「4003456***」
　　の申込みを１枚の依頼書でしたい。
　　→１枚の依頼書で単独・共有の両方を受付することはできません。

固定　太郎

納税義務者「固定　太郎」の口座振替の申込みはできますが、
例にある納税義務者「固定　太郎　外1名」の申込みは受理
できません。別の口座振替依頼書での申込みが必要です。

1  2  3  4  5  6  7 *  * *

共有名義の固定資産税・都市計画税は、「筆頭者氏名　外　○　名」と　　
納税通知書に表記されますが、共有構成員が異なる場合、お問合わせ番号
も異なります。

「固定　太郎　外1名」の納税義務者であっても、
「固定　太郎　外1名」（筆頭者　固定太郎、共有構成員　固定次郎）
「固定　太郎　外1名」（筆頭者　固定太郎、共有構成員　固定花子）

のように共有構成員が異なる場合、お問合わせ番号は異なります。
この場合、口座振替の申込みは別々の依頼書となります。

注意事項

3

３　複数の固定資産税・都市計画税がある
　納税義務者は、お問合わせ番号ごとの申込み



４　納税通知書等に代表相続人の氏名の
　　　　　　　　ある場合の納税義務者の書き方

固定　次郎　相続人　固定　花子

 この納税義務者は
 固定　次郎　様分とある
 「固定　次郎」です。

 申込みには、納税義務者の
 記載が必要です。

代表相続人の氏名が
記載されている
納税通知書の宛名イメージ

　500-8701　　
　岐阜市司町40番地1　　

　固定　花子　様　　

　固定　次郎　様分　
　

1  0  0   0 *  *  *2  3  4

納税義務者は下段の「固定次郎」です。

上段は代表相続人です。
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５　市・県民税・森林環境税（特別徴収）の
                    　口座振替はできません

市・県民税・森林環境税（特別徴収）については口座振替ができません。
（特別徴収・・・給与支払者（事業主）が、給与の支払いを受ける者
（従業員）の給与から市・県民税・森林環境税を徴収（差引き）すること）

口座振替できるのは、市・県民税・森林環境税（普通徴収）のみです。

市・県民税・森林環境税（普通徴収）のお問合わせ番号が、
「５」からはじまることはありません。
特別徴収ではないか、受付時に確認ください。

0  0   0  1  2  ＊ ＊ ＊ ＊5
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６　軽自動車税は
              納税義務者単位での申込み

納税義務者（所有者）単位での申込みです。
車両単位（納税通知書単位）の申込みではありません。

※所有している車両の一部のみを口座振替にはできません。

納税義務者が所有する全ての軽自動車が
口座振替の対象となります。
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７　国民健康保険料の納付義務者は世帯主

国保　三郎

国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です。

納入通知書に記載の納付義務者の氏名を記入します。
（納付義務者が国民健康保険料の加入者（有資格者）では
　ない場合もあります。）

7


